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議案第１号  

 

 

 

令和５年度我孫子市教育施策の策定について  

 

 

令和５年度我孫子市教育施策を次のように定める。  

 

 

 

令和５年２月２１日提出  

 

 

 

 

                   我孫子市教育委員会     

 

  ○○○○              教育長 丸  智 彦  

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 令和５年度における教育行政の施策を定めるため、提案するものです。  
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『我孫子市教育施策』は、教育委員会議の審議を経て、毎年度定めています。

施策の展開にあたっては、積極的に情報を発信するなどして、市民の皆様と情

報の共有を図りながら社会全体で「生きる力」をより一層育み、施策の基本方

針である「個性を尊重し、互いに学び合う、学校教育並びに生涯学習の推進」

を目指していきます。   

令和５年度我孫子市教育施策  

【基本方針】  

個性を尊重し、互いに学び合う、学校教育並びに生涯学習の推進  

 

【目標】  

Ⅰ .子どもの創造性と自主性を育む教育の充実  

重点施策１．学校教育の充実  

（１）心身ともに健康な児童生徒の育成  

  ○思いやりのある豊かな心、社会性を育む規範意識を醸成する人権教育、 

体験活動及び道徳教育の充実  

  ○望ましい生活習慣につながる健康教育・食育の推進  

  ○心身の健全な発達を支える学校体育の充実  

  ○情操豊かな心を育てる文化的行事や学習活動の支援  

（２）確かな学力の育成  

  ○「主体的・対話的で深い学び」の実現にむけた授業改善の推進  

  〇生きて働く「知識及び技能」の習得、未知の状況にも対応できる「思考

力、判断力、表現力等」、学びを人生や社会に生かそうとする「学びに

向かう力、人間性等」の育成  

  ○指導方法や指導体制の工夫改善による「個に応じた指導」の充実  

〇 ICT I環境の整備による個別最適な学びと協働的な学びの充実及び情報

活用能力の育成  

〇ユニバーサルデザイン IIの視点による全員がわかる授業づくり  

○学級経営の支援（Ｑ－Ｕ検査 IIIの活用）と指導力の向上  

   ○児童生徒及び教職員の学校図書館活用の推進  

  ○外国語・外国語活動における指導力の向上及びＡＬＴの活用  
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（３）幼児教育と小学校教育との連携・小中一貫教育の推進  

〇幼児教育・保育から小学校教育への円滑な接続や、いわゆる「小１プロ

ブレム IV」の解消などに向けた幼保小連携の推進  

〇郷土愛を育み、未来を拓く力と輝く心の育成をめざす、義務教育９年間

を見通した小中一貫教育の推進  

〇中学校区ごとに目指す１５歳の生徒像を基にして作成したグランドデザ

インを掲げ、地域の特色と人材を最大限に活かした小中一貫教育の推進  

○学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的･職業的自立  

に向け必要な基盤となる資質・能力を育成するキャリア教育の充実  

（４）安心して快適に学べる教育・学習環境の充実  

○児童生徒の安全確保と防災体制・安全教育・防災教育の充実  

○小中学校における教育機器などの整備と充実  

〇我孫子市公共施設等総合管理計画に基づく学校施設の個別施設計画の推

進  

（５）信頼される学校づくりの推進、教職員の意識高揚を図る職場環境づくり  

○子どもと向き合う時間の確保を目的とする「我孫子市学校職員の働き方  

改革推進プラン」の実施  

○学校評価を活用した学校運営の改善  

○情報の積極的な発信と保護者・地域への丁寧な説明  

○教職員全員で取り組む不祥事防止対策及びモラールアップ委員会の充実  

重点施策２．地域に根ざした教育の充実  

（１）地域とともにある学校づくり  

○コミュニティ・スクール（学校運営協議会 Vの設置）による学校と地域と

の連携・協働体制の構築  

○地域学校協働活動推進事業 VIの推進  

○地域の大学・高等学校との連携強化による児童生徒への学習支援の推進  

（２）地域に密着した学習の場の提供  

  ○ふるさと我孫子の資源を活用した学習の推進  

重点施策３．子どもの成長・自立への支援  

（１）教育相談・支援体制の充実  

  ○一人ひとりの教育的ニーズに対応した特別支援教育の推進  
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○特別に支援を要する児童生徒への支援体制の充実  

〇教育相談を充実させるシステムの構築  

〇自立と社会参加を目指した相談体制の整備  

 ○不登校予防や解消に向けた支援体制の充実と関係機関との連携強化  

  〇我孫子市教育支援センター（適応指導教室）の機能強化   

  ○就学支援の充実  

○帰国・外国人児童生徒への日本語支援体制の整備  

（２）いじめ・非行防止対策の推進  

○我孫子市いじめ防止対策推進条例に沿ったいじめの予防、早期発見と対

処及び解消  

○学校・市ほか関係機関との連携強化と相談窓口の充実  

〇街頭パトロールの実施、青少年育成団体との連携強化による少年の非行

防止活動の推進  

  ○警察・生活安全関係機関との連携強化  

（３）子ども部及び健康福祉部との連携強化  

○療育・教育システムの充実  

〇児童虐待の早期発見や児童生徒の自殺防止対策等についての連携強化  

 

Ⅱ .市民が生涯にわたって生き生きくらすための学習体制の充実  

重点施策１．生涯学習環境の充実  

（１）学びたいときに学べる学習機会の充実  

  ○公民館の学級・講座や生涯学習出前講座の充実  

○鳥の博物館の教育普及活動の拡充  

○図書館サービスの充実、市民の読書活動の推進  

〇移動図書館車の積極的な活用  

（２）人づくり・まちづくりにつながる学習活動の支援  

  ○時代の変化や地域の課題に対応した学習機会の提供  

  ○学んだ成果を社会や地域で活かせる人材の育成・活用  

（３）学習施設の整備・充実   

  ○公民館、図書館、鳥の博物館などの施設・機能の充実  

（４）市民の学習活動を支える体制の整備   
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    ○生涯学習推進計画に基づく施策の推進  

    ○生涯学習に関する情報の収集・提供と相談体制の整備・充実  

  ○市民活動団体・NPO 法人・学校・企業等との連携強化  

  ○生涯学習ボランティアの育成・活用  

  ○子ども部等と連携した、子どもの読書活動推進計画の推進  

重点施策２．スポーツの振興  

（１）スポーツ施設の管理・整備と民間施設等の活用  

  ○スポーツ施設の適正な維持管理  

  ○民間スポーツ施設の活用や近隣市施設の相互利用の推進  

（２）生涯スポーツの推進  

    ○スポーツ推進委員と連携した総合型地域スポーツクラブの育成・支援  

   ○生涯スポーツを支えるスポーツ指導者の養成  

  〇スポーツ推進計画の推進  

（３）スポーツを楽しむ機会の充実  

  ○市民が気軽に参加できるスポーツイベント等の開催  

重点施策３．文化芸術活動への支援と地域文化の継承  

（１）文化芸術活動への支援と環境整備  

    ○後援等の事業による文化芸術活動の充実  

    ○既存施設の効率的利用の促進  

  ○新たな大規模ホールを含めた文化施設の調査研究  

（２）新たな文化芸術活動の創出  

    ○文化芸術活動や団体に関する情報の発信  

    ○文化芸術活動にふれる機会や参加する機会の充実  

  ○文化芸術活動団体との協働のしくみを見直し、新たな魅力の創出  

（３）地域文化・郷土芸能の保存と継承  

  ○生活文化や郷土芸能の聞き取りや現地踏査などの調査・研究  

  ○生活文化や郷土芸能の継承  

（４）歴史的・文化的遺産の整備・活用  

  ○指定文化財制度や文化財登録制度による文化財の保存・活用  

  〇文化財保存活用地域計画に基づく整備・活用の推進  

（５）埋蔵文化財や歴史資料の調査・研究  
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    〇埋蔵文化財や歴史資料に関する調査・研究の推進  

    〇埋蔵文化財や歴史資料に関する報告書・資料集等の刊行  

（６）歴史的・文化的遺産に関する情報発信の拡充  

    〇歴史的・文化的遺産を公開する場や機会の確保  

    〇地域の歴史や文化に親しめる環境づくりの推進  

                                                   
I ICT（情報コミュニケーション技術）： Information and Communication Technology の略。国の G IG 

A スクール構想（※）に基づき、市内小中学校の全児童生徒にタブレット端末配置と、高速通信環

境を整備し、学習で活用しています。学習活動の充実や、急速に変化する情報社会に求められる能

力の育成に取り組んでいます。※ G IG A（ギガ）スクール構想： GIGA＝ Global and Innovation 

Gateway for All の略。子どもたち一人ひとりに合った学びの実現や、これまでの教育活動とと

もに情報通信技術を活用する取り組みです。   
II 学力の優劣や発達障害等の有無に関わらず、すべての児童生徒が「楽しくわかる・できる」こと

を目指し、教科指導における工夫や様々な子どもへの配慮を駆使して行う授業。  
III Ｑ－Ｕ検査（学級診断尺度調査）： Questionnaire-Utilities の略。学校生活における児童・生

徒個々の意欲や満足感及び学級集団の状態を質問紙によって測定します。  実施により、いじめの

防止・発見、よりよい学級集団づくりに活用できます。我孫子市では、小学校は、3・4・5・6 年生、

中学校は、 1・ 2・ 3 年生で実施します。  
IV 入学したばかりの 1 年生で、集団行動がとれない、授業中座っていられない、話を聞かないな

どの状態が数カ月継続する状態です。  
V 平成 29 年 3 月の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、学校運営協議会の

設置が努力義務化されています。また、「学校運営協議会を設置した学校」と定義されているコミ

ュニティ・スクールは、「地域学校協働活動推進事業」とともに「地域とともにある学校づくり」

のツールとして示されています。  
VI 地域学校協働活動推進員を中心とする「地域学校協働本部」を設置し、学習や部活動の指導など

について、学校のニーズや地域の実情に応じて学校教育活動の支援を行うとともに、学校を核とし

た街づくりのためのネットワークを構築するものです。  

 



（１）地域とともにある学校づくり

① 指導課

（１）教育相談・支援体制の充実

② 教育相談センター

③ 教育相談センター

（２）いじめ・非行防止対策の推進

④ 指導課

（２）生涯スポーツの推進

⑤ 文化・スポーツ課

重点施策２．スポーツの振興

スポーツ推進計画の推進 スポーツ推進計画の策定
令和４年度に我孫子市スポーツ推進計画を策
定し、令和５年度以降、推進を図っていくこと
から文言整理

街頭パトロールの実施、青少年育成団体との連携
強化による少年の非行防止活動の推進

街頭パトロールの実施、青少年育成団体との連
携強化による青少年の非行防止活動の推進

我孫子市少年センター設置条例に合わせて
文言整理

目標　Ⅱ．市民が生涯にわたって生き生きくらすための学習体制の充実

重点施策３．子どもの成長・自立への支援

教育相談を充実させるシステムの構築 生徒指導を充実させるシステムの構築
我孫子市教育委員会行政組織規則に合わせ
て文言整理

自立と社会参加を目指した相談体制の整備 社会への適応を目指した相談体制の整備 学習指導要領の改訂に伴う文言整理

コミュニティ・スクール（学校運営協議会Ⅴの設置）
による学校と地域との連携・協働体制の構築

コミュニティ・スクール（学校運営協議会Ⅴの設
置）の導入による学校と地域との連携・協働体制
の構築

令和４年４月にコミュニティ・スクールが導入
完了となったことによる文言整理

令和5年度　我孫子市教育施策改定整理表

目標　Ⅰ．子どもの創造性と自主性をはぐくむ教育の充実

改定後（令和5年度） 改定前（令和4年度） 改定事由

重点施策２．地域に根ざした教育の充実
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注釈 ICTⅠ　注釈Ⅰ

⑥ 指導課

Ｑ－Ｕ検査 Ⅲ　注釈Ⅲ

⑦ 指導課

学校運営協議会Ⅴ　注釈Ⅴ

⑧ 指導課

地域学校協働活動推進事業Ⅵ　注釈Ⅵ

⑨ 指導課

  地域学校協働活動推進員を中心とする「地域学
校協働本部」を設置し、学習や部活動の指導など
について、学校のニーズや地域の実情に応じて学
校教育活動の支援を行うとともに、学校を核とした
街づくりのためのネットワークを構築するもので
す。

   地域学校協働活動推進員を中心とする「地域
学校協働活動本部」を設置し、地域住民や保護
者が学校支援ボランティアとなり、学習や部活動
の指導などについて、学校のニーズや地域の実
情に応じて学校教育活動の支援を行うもので
す。

地域学校協働活動推進事業の推進状況
や我孫子市地域学校協働活動推進事業
実施要綱に合わせて文言整理

   Ｑ－Ｕ検査（学級診断尺度調査）：
Questionnaire-Utilitiesの略。学校生活における児
童・生徒個々の意欲や満足感及び学級集団の状
態を質問紙によって測定します。 実施により、いじ
めの防止・発見、よりよい学級集団づくりに活用で
きます。我孫子市では、小学校は、3・4・5・6年生、
中学校は、1・2・3年生で実施します。

  Ｑ－Ｕ検査（学級診断尺度調査）：
Questionnaire-Utilitiesの略。学校生活における
児童・生徒個々の意欲や満足感、および学級集
団の状態を質問紙によって測定します。 実施に
より、いじめの防止・発見、よりよい学級集団づく
りに活用できます。我孫子市では、小学校は、3・
4・5・6年生、中学校は、1・2年生で実施します。

   Ｑ－Ｕ検査に中学校３年生も追加され
たため、文言整理

  平成29年3月の「地方教育行政の組織及び運営
に関する法律」の改正により、学校運営協議会の
設置が努力義務化されています。また、「学校運営
協議会を設置した学校」と定義されているコミュニ
ティ・スクールは、「地域学校協働活動推進事業」
とともに「地域とともにある学校づくり」のツールとし
て示されています。

  平成29年3月の「地方教育行政の組織及び運
営に関する法律」の改正により、学校運営協議
会の設置が努力義務化されています。また、「学
校運営協議会を設置した学校」と定義されている
コミュニティ・スクールは、「地域学校協働活動事
業」とともに「地域とともにある学校づくり」のツー
ルとして示されています。

我孫子市地域学校協働活動推進事業実
施要綱に合わせて文言整理

 ICT（情報コミュニケーション技術）：Information
and Communication Technologyの略。国のG IG A
スクール構想（※）に基づき、市内小中学校の全
児童生徒にタブレット端末配置と、高速通信環境
を整備し、学習で活用しています。学習活動の充
実や、急速に変化する情報社会に求められる能
力の育成に取り組んでいます。※G IG A（ギガ）ス
クール構想：GIGA＝Global　and　Innovation
Gateway　for　Allの略。子どもたち一人ひとりに
合った学びの実現や、これまでの教育活動ととも
に情報通信技術を活用する取り組みです。

ICT（情報コミュニケーション技術）：Information
and Communication Technologyの略。市内小中
学校ではコンピュータやインターネットに加え
て、実物投影機、プロジェクタなどのICT機器
が、各教科や総合的な学習の時間など多くの教
科等で幅広く活用されています。

学校のＩＣＴ教育に合わせて文言整理
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（１）地域とともにある学校づくり

① 指導課

（１）教育相談・支援体制の充実

② 教育相談センター

③ 教育相談センター

（２）いじめ・非行防止対策の推進

④ 指導課

（２）生涯スポーツの推進

⑤ 文化・スポーツ課

重点施策２．スポーツの振興

スポーツ推進計画の推進 スポーツ推進計画の策定
令和４年度に我孫子市スポーツ推進計画を策
定し、令和５年度以降、推進を図っていくこと
から文言整理

街頭パトロールの実施、青少年育成団体との連携
強化による少年の非行防止活動の推進

街頭パトロールの実施、青少年育成団体との連
携強化による青少年の非行防止活動の推進

我孫子市少年センター設置条例に合わせて
文言整理

目標　Ⅱ．市民が生涯にわたって生き生きくらすための学習体制の充実

重点施策３．子どもの成長・自立への支援

教育相談を充実させるシステムの構築 生徒指導を充実させるシステムの構築
我孫子市教育委員会行政組織規則に合わせ
て文言整理

自立と社会参加を目指した相談体制の整備 社会への適応を目指した相談体制の整備 学習指導要領の改訂に伴う文言整理

コミュニティ・スクール（学校運営協議会Ⅴの設置）
による学校と地域との連携・協働体制の構築

コミュニティ・スクール（学校運営協議会Ⅴの設
置）の導入による学校と地域との連携・協働体制
の構築

令和４年４月にコミュニティ・スクールが導入
完了となったことによる文言整理

令和5年度　我孫子市教育施策改定整理表

目標　Ⅰ．子どもの創造性と自主性をはぐくむ教育の充実

改定後（令和5年度） 改定前（令和4年度） 改定事由

重点施策２．地域に根ざした教育の充実
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注釈 ICTⅠ　注釈Ⅰ

⑥ 指導課

Ｑ－Ｕ検査 Ⅲ　注釈Ⅲ

⑦ 指導課

学校運営協議会Ⅴ　注釈Ⅴ

⑧ 指導課

地域学校協働活動推進事業Ⅵ　注釈Ⅵ

⑨ 指導課

  地域学校協働活動推進員を中心とする「地域学
校協働本部」を設置し、学習や部活動の指導など
について、学校のニーズや地域の実情に応じて学
校教育活動の支援を行うとともに、学校を核とした
街づくりのためのネットワークを構築するもので
す。

   地域学校協働活動推進員を中心とする「地域
学校協働活動本部」を設置し、地域住民や保護
者が学校支援ボランティアとなり、学習や部活動
の指導などについて、学校のニーズや地域の実
情に応じて学校教育活動の支援を行うもので
す。

地域学校協働活動推進事業の推進状況
や我孫子市地域学校協働活動推進事業
実施要綱に合わせて文言整理

   Ｑ－Ｕ検査（学級診断尺度調査）：
Questionnaire-Utilitiesの略。学校生活における児
童・生徒個々の意欲や満足感及び学級集団の状
態を質問紙によって測定します。 実施により、いじ
めの防止・発見、よりよい学級集団づくりに活用で
きます。我孫子市では、小学校は、3・4・5・6年生、
中学校は、1・2・3年生で実施します。

  Ｑ－Ｕ検査（学級診断尺度調査）：
Questionnaire-Utilitiesの略。学校生活における
児童・生徒個々の意欲や満足感、および学級集
団の状態を質問紙によって測定します。 実施に
より、いじめの防止・発見、よりよい学級集団づく
りに活用できます。我孫子市では、小学校は、3・
4・5・6年生、中学校は、1・2年生で実施します。

   Ｑ－Ｕ検査に中学校３年生も追加され
たため、文言整理

  平成29年3月の「地方教育行政の組織及び運営
に関する法律」の改正により、学校運営協議会の
設置が努力義務化されています。また、「学校運営
協議会を設置した学校」と定義されているコミュニ
ティ・スクールは、「地域学校協働活動推進事業」
とともに「地域とともにある学校づくり」のツールとし
て示されています。

  平成29年3月の「地方教育行政の組織及び運
営に関する法律」の改正により、学校運営協議
会の設置が努力義務化されています。また、「学
校運営協議会を設置した学校」と定義されている
コミュニティ・スクールは、「地域学校協働活動事
業」とともに「地域とともにある学校づくり」のツー
ルとして示されています。

我孫子市地域学校協働活動推進事業実
施要綱に合わせて文言整理

 ICT（情報コミュニケーション技術）：Information
and Communication Technologyの略。国のG IG A
スクール構想（※）に基づき、市内小中学校の全
児童生徒にタブレット端末配置と、高速通信環境
を整備し、学習で活用しています。学習活動の充
実や、急速に変化する情報社会に求められる能
力の育成に取り組んでいます。※G IG A（ギガ）ス
クール構想：GIGA＝Global　and　Innovation
Gateway　for　Allの略。子どもたち一人ひとりに
合った学びの実現や、これまでの教育活動ととも
に情報通信技術を活用する取り組みです。

ICT（情報コミュニケーション技術）：Information
and Communication Technologyの略。市内小中
学校ではコンピュータやインターネットに加え
て、実物投影機、プロジェクタなどのICT機器
が、各教科や総合的な学習の時間など多くの教
科等で幅広く活用されています。

学校のＩＣＴ教育に合わせて文言整理
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９ 

 

議案第２号  

  

 

 

我孫子市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の制定に

ついて  

 

 

我孫子市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則を次のように

制定する。  

 

 

 

令和５年２月２１日提出  

 

 

 

 

                   我孫子市教育委員会     

 

  ○○○○              教育長 丸  智 彦  

 

 

 

提案理由  

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の改

正に伴い、教育職員の健康及び福祉の確保を図るため、時間外在校等時間の

範囲を規定するとともに、適切な業務量を根拠付けるほか、押印の見直しに

伴う様式を改正するため、提案するものです。  

 



１０ 

我孫子市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則  

 

我孫子市立小学校及び中学校管理規則（昭和３９年教育委員会規則第１号）

の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（履歴書）  （履歴書）  

第 39条  略  第 39条  略  

２  校長は、前項に掲げる教職員以外

の職員については、履歴書（第７号

様式の２）を作成し、常に整理し、

及び保管して置かなければならな

い。  

２  校長は、前項に掲げる教職員以外

の職員については、履歴書（７号様

式の２）を作成し、常に整理し、及

び保管して置かなければならない。 

（報告）  （報告）  

第 44条  校長は、職員が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、速やかに

教育委員会に報告しなければならな

い。  

第 44条  校長は、職員が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、速やかに

教育委員会に報告しなければならな

い。  

(1)及び (2) 略   (1)及び (2) 略  

(3) 学校教育法第９条第１号、第２  

号又は第４号に該当することと

なつたとき。  

(3) 学校教育法第９条第１号又は

第３号に該当することとなつた

とき。  

(4) 略   (4) 略   

(5) 削除   (5) 教育職員免許状の有効期間が

満了前２月に達したとき。  

(6)から (10)まで  略  (6)から (10)まで  略   

(11) 前各号に掲げるもののほか、

事故、非行その他服務上又は身

分上の取扱いを要すると認めら

れる事実が発生したとき。  

(11) 前各号に掲げるもののほか、

身分上の取扱いを要すると認め

られる事実が発生したとき。  

（業務量の適切な管理）   



１１ 

第 44条の２  教育委員会は、義務教育

諸学校等の教育職員の給与等に関す

る特別措置法に関する条例（昭和 46

年千葉県条例第 66号。以下「給特条

例」という。）第 11条の規定により、

市立の義務教育諸学校等（給特条例

第２条第１項に規定する義務教育諸

学校等をいう。以下同じ。）の教育職

員（学校職員であって、給特条例第

２条第２項に規定する教育職員であ

るものをいう。以下同じ。）が業務を

行う時間（公立学校の教育職員の業

務量の適切な管理その他教育職員の

服務を監督する教育委員会が教育職

員の健康及び福祉の確保を図るため

に講ずべき措置に関する指針（令和

２年文部科学省告示第１号）に規定

する在校等時間をいう。以下同じ。）

から所定の勤務時間（学校職員の勤

務時間等に関する規則（平成７年千

葉県教育委員会規則第２号。以下「学

校職員の勤務時間規則」という。） 第

10条に規定する祝日法による休日及

び年末年始の休日（学校職員の勤務

時間規則第 11条第１項の規程により

代休日を指定されて、当該休日に割

り振られた勤務時間の全部を勤務し

た場合における当該休日を除く。）、

当該代休日並びに職員の給与に関す

る条例第 17条に規定する人事委員会

規則で定める日以外の日における正

 



１２ 

規の勤務時間をいう。以下同じ。）を

除いた時間を次の各号に掲げる時間

の範囲内とするため、市立の義務教

育諸学校等の教育職員の業務の量の

適切な管理を行うものとする。  

 (1)  １か月において 45時間   

(2)  一の年度において 360時間   

２  教育委員会は、市立の義務教育諸

学校等の教育職員が児童生徒等に係

る通常予見することのできない業務

の量の大幅な増加等に伴い、一時的

又は突発的に所定の勤務時間外に業

務を行わざるを得ない場合には、前

項の規定にかかわらず、当該教育職

員が業務を行う時間から所定の勤務

時間を除いた時間を次の各号に掲げ

る時間及び月 数の 範囲内とする た

め、当該教育職員の業務の量の適切

な管理を行うものとする。  

 

(1)  １か月において 100時間未満    

(2)  一の年度において 720時間   

(3)  一の年度の初日から１か月ご

とに区分した各期間に当該各期

間の直前の１か月、２か月、３か

月、４か月及び５か月の期間を加

えたそれぞれの期間において１

か月当たりの平均時間について

80時間  

 

(4)  一の年度のうち１か月におい

て所定の勤務時間以外の時間に

おいて 45時間を超えて業務を行

 



１３ 

う月数について６か月  

３  学校職員の勤務時間規則第３条の

規定により市立の義務教育諸学校等

の教育職員の週休日及び勤務時間の

割振りを定める場合における当該教

育職員についての前各項の適用につ

いては、第１項中「 45時間」とある

のは「 42時間」と、「 360時間」とあ

るのは「 320時間」とし、第２項中「 45

時間」とあるのは「 42時間」とする。  

 

４  前各項に定めるもののほか、市立

の義務教育諸学校等の教育職員の業

務の量の適切な管理その他教育職員

の健康及び福祉の確保を図るために

必要な事項については、教育委員会

が別に定める。  

 

第１号様式、第３号様式、第４号様式、第５号様式及び第６号様式中「□印 」

を削る。  

第７号の２様式を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











１８ 

第１０号様式及び第１１号様式中「□印 」を削る。  

 

附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、令和５年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の際、この規則による改正前の我孫子市立小学校及び中

学校管理規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するもの

は、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１９ 

議案第３号  

  

 

 

我孫子市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令の制定について  

 

 

我孫子市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように制定する。 

 

 

 

令和５年２月２１日提出  

 

 

 

 

                   我孫子市教育委員会     

 

  ○○○○              教育長 丸  智 彦  

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

押印の見直しに伴い、様式を改正するとともに、条文を整備するため、提

案するものです。  

 

 



２０ 

我孫子市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令  

 

我孫子市立学校職員服務規程（昭和 39年教育委員会訓令第１号）の一部を

次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（出勤）  （出勤）  

第５条  職員は、所定の出勤時刻まで

に出勤し、直ちに自ら出勤簿に出勤

した旨を記載しなければならない。  

第５条  職員は、所定の出勤時刻まで

に出勤し、直ちに自ら出勤簿に押印

しなければならない。  

２  略  ２  略  

（時間外勤務命令）  （時間外勤務命令）  

第７条  職員（職員の給与に関する条

例（昭和 27年千葉県条例第 50号。以

下「職員給与条例」という。）第１

条の２第４項に規定する教育職員を

除く。）は、勤務時間外に勤務を命

ぜられたときは、時間外勤務等命令

簿（第２号様式）にその命令を受領

した旨を記載しなければならない。  

第７条  職員（職員の給与に関する条

例（昭和 27年千葉県条例第 50号。以

下「職員給与条例」という。）第１

条の２第４項に規定する教育職員を

除く。）は、勤務時間外に勤務を命

ぜられたときは、時間外勤務等命令

簿（第２号様式）にその命令を受領

した旨の確認印を押さなければなら

ない。  

２  略  ２  略  

（出張命令）  （出張命令）  

第８条  職員は、出張を命ぜられたと

きは、職員の旅費に関する規則（昭

和 29年 千 葉 県 人 事 委 員 会 規 則 第 ２

号）第４条第１項に規定する旅行命

令簿（第４号様式）にその命令を受

領 し た 旨を記載し なければならな

い。  

第８条  職員は、出張を命ぜられたと

きは、職員の旅費に関する規則（昭

和 29年 千 葉 県 人 事 委 員 会 規 則 第 ２

号）第４条第１項に規定する旅行命

令簿（第４号様式）にその命令を受

領した旨の確認印を押さなければな

らない。  

２及び３  略  ２及び３  略  



２１ 

 第２号様式中「命令権者○印 」を「命令権者」に、「直接監督者○印 」を「直

接監督者」に、「勤務者○印 」を「勤務者」に改める。  

 第３号様式の２及び第３号様式の３中「子の親であるもの」を「子の親で

ある者」に改め、「○印 」を削る。  

 第４号様式中「旅行者の認印」を「旅行者」に改める。  

 第５号様式中「○印 」を削る。  

 第６号様式中「校長印」を「校長」に、「取扱者印」を「取扱者」に改め、

「届出者印」の欄を削る。  

 第６号様式の２中「教科・領域等」を「教科等」に改め、「○印 」を削る。  

 第６号様式の３中「校長印」を「校長」に改め、「○印 」を削る。  

 第７号様式中「決裁印」を「決裁」に、「取扱者印」を「取扱者」に改め、

「届出者印」の欄を削る。  

 第７号様式の２中「○印 」を削り、第７号様式の２注２中「団体のほか」を

「団体の他」に改める。  

 第８号様式から第１０号様式までの規定中「○印 」を削る。  

 第１０号様式の２中「承認印＊」を「承認者」に改め、「申請印」の欄及

び第１０号様式の２注３中「又は押印」を削る。  

 第１０号様式の４中「印」を削る。  

 第１０号様式の５から第１０号様式の６までの規定中「○印 」を削る。  

 第１０号様式の７及び第１０号様式の７の２の規定中「□印 」を削る。  

 第１０号様式の８中「所属長印」を「所属長」に改め、「請求者印」の欄

及び「○印 」を削る。  

第１０号様式の９中「○印 」を削る。  

 第１０号様式の１０中「□印 」を削る。  

第１０号様式の１１中「○印 」を削り、第１０号様式の１１注４中「休校期

間等修学部分」を「休校期間等修学部分休業」に改める。  

 第１０号様式の１２及び第１０号様式の１３中「○印 」を削る。  

 第１０号様式の１４中「□印 」を削る。  

 第１０号様式の１５及び第１０号様式の１６中「○印 」を削る。  

 第１０号様式の１７中「□印 」を削る。  

 第１０号様式の１８中「印」を削る。  



２２ 

 第１０号様式の１９中「□印 」を削る。  

第１０号様式の２０中「○印 」を削る。  

 第１０号様式の２１及び第１０号様式の２２中「□印 」を削る。  

第１０号様式の２３から第１８号様式までの規定中「○印 」を削る。  

 

附  則  

 （施行期日）  

１  この訓令は、令和５年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この訓令の施行の際、この規則による改正前の我孫子市立学校職員服務

規程の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要

な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。  

  

 



２３ 

議案第４号  

 

 

 

我孫子市小中一貫教育基本方針の改定について  

 

 

我孫子市小中一貫教育基本方針を別冊のとおり改定する。  

 

 

 

令和５年２月２１日提出  

 

 

 

 

                   我孫子市教育委員会     

 

  ○○○○              教育長 丸  智 彦  

 

 

 

 

 

提案理由  

小中一貫教育とコミュニティ・スクールの一体的な推進に伴い、我孫子市

小中一貫教育基本方針にコミュニティ・スクールの活用を新たに規定するた

め、改定を提案するものです。  

  

 

 



２４ 

議案第５号  

 

 

 

我孫子市スポーツ推進計画の策定について  

 

 

我孫子市スポーツ推進計画を別冊のとおり策定する。  

 

 

 

令和５年２月２１日提出  

 

 

 

 

                   我孫子市教育委員会     

 

  ○○○○              教育長 丸  智 彦  

 

 

 

 

 

 

提案理由  

市民の方々が様々なスポーツに取り組める機会を整え、生涯にわたってスポ

ーツを楽しむことができる施策を計画的に進めていくため、「我孫子市スポー

ツ推進計画」を策定するものです。 

 

 


